
令和５年度 峡北消防本部職業体験実施要領 

 

１ 目的 

   消防の道を志す方に職業体験の機会を提供し、消防行政に対する関心

と理解を深めるとともに、地域防災の要である消防業務への就業意識を

高めていただくことを目的に実施する。 

 

２ 対象者 

  ・高校生から２５歳くらいまでの男女で、消防吏員の採用試験の受験を 

   考えている方 

・消防業務に関心があり、職業体験に積極的に取組む意思のある方 

※ 申込多数の場合は先着順及び、前年度以前に当消防本部職業体験に

参加しなかった方を優先する。 

 

３ 受入人数 

各日２０人 

 

４ 日時 

(1) 令和５年７月３１日（月） 午前８時３０分から午後５時頃まで 

(2) 令和５年８月１日（火）  午前８時３０分から午後５時頃まで 

  ※ 上記いずれか１日とする。 

  ※ 申込を受けた時点で、参加日程の調整を行う場合があります。  

 

５ 会場 

峡北消防本部及び韮崎消防署 

 

６ 体験内容 

(1)オリエンテーション 

自己紹介などを通して、担当職員・参加者同士の交流を深める。 

(2)消防吏員の仕事への理解 

消防署の仕事や役割、また峡北消防本部で行っている業務を学ぶ。 

(3)業務の体験 

現役の消防吏員と各種訓練を行いながら、消防業務を体験する。 



(4)若手職員との交流 

仕事内容や得られる充足感など自由に質問する機会を設け、若手職員 

と相互に意見交換し交流を深める。 

(5)感想発表 

   １日の体験を通して、感じたことなどを発表する。 

 

７ 服装 

  動きやすい服装（長袖、長ズボン）、運動靴、帽子（キャップ等） 

 

８ 携行品 

  筆記用具、手袋、着替え用Ｔシャツ、汗拭き用タオル、水筒又はペッ 

トボトル、昼食 

 

９ 参加者の自己負担等 

(1)参加者の交通費は自己負担とする。 

(2)参加者は職業体験中の事故等に対応するため傷害保険、損害賠償責任  

保険等に加入し当日参加する。 

(3)参加者へ報酬、手当等は支給しない。 

 

10 申込方法  

(1)別紙「職業体験申込書」（以下「申込書」という。）に必要事項を記

入し、消防本部総務課総務担当（以下「総務担当」という。）へ持参

又はファックスで送付する。  

（ＦＡＸ ０５５１－２２－８７４７） 

(2)申込書に記載されている①から⑦までの事項を本文に入力し、総務担

当アドレスへメールで送信する。 

（総務担当アドレス kumiai@kyohoku.com） 

(3)上記(1)、(2)の手段がない場合は電話連絡も可とする。 

(4)ファックス又はメールで申込みをした方には、受付後申込書の連絡先 

へ確認のため連絡する。 

 

11 申込期間 

令和５年６月３０日（金）～令和５年７月２１日（金） 

mailto:kumiai@kyohoku.com


・持参又は電話申込 平日午前９時から午後５時まで 

・ファックス又はメール申込 期日の午後５時着信まで 

  ・定員に達した場合は組合ホームページにおいて周知する。 

 

12 その他 

  ・天候、災害発生等により日程変更又は中止の場合があります。  

  ・当日は、参加者の実施状況を撮影しますが、参加者に撮影及び公開許 

可の可否について確認を行います。 

  ・安全管理、感染症対策については担当職員の指示に従ってください。  

 

13 担当・問合せ先 

  峡北広域行政事務組合総務課総務担当 

〒４０７-００２４ 

山梨県韮崎市本町４-８-３６  

電話 ０５５１-２２-３３１１（内線１２２、１２８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


